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１．はじめに 

(1) 背景と目的 

東日本大震災では、地震・津波により多くの行政機能が麻痺してしまい、住民自身による自助や、特

に地域コミュニティにおける共助の重要性が強く認識されました。このような東日本大震災での経験を

踏まえ、災害対策基本法（平成 26年 4月 1日施行）において、地区防災計画制度が制定されました。 

本地区防災計画は、この地区防災計画制度に基づいて、一定の地区の居住者等が行う自発的な防災活

動について定めた計画となります。 

今後、想定される災害が発生した場合においても、自分たちの地域の人命・財産を守るために、共助

の取り組みを中心として、防災対策を事前に準備するための計画を策定することを目的とします。 

 

計画名 対象 策定者 

防災基本計画 国 中央防災会議 

地域防災計画 都道府県・市町村 防災会議 

地区防災計画 市町村の一定地区 居住者・事業者及び市 

 

 

(2) 対象とする災害・範囲 

本計画では、近年多発する洪水・土砂災害を対象として、住民の安全な避難を中心とした内容につい

て定めます。 

 

対象災害 対象範囲 

洪水 
岩手県あるいは宮古市の計画規模降雨(※)による浸水予測シミュレー

ションに基づく浸水想定区域 

土砂災害 岩手県により指定された土砂災害による危険区域 

※計画規模降雨：100 年に 1 回程度の大雨を想定。ただし、摂待川のみ、昭和 23 年のアイ

オン台風と同程度の大雨を想定。 
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２．計画の対象地区 

平時からの地域コミュニティの活動範囲を踏まえて、宮古市を 15 地区に分割した、各地区を対象と

します。 
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３．基本的な考え方 

(1) 基本方針 

本地区防災計画は、これまでにも取り組んできている地域の防災活動について、宮古市の標準的な内

容を共有するとともに、地区の特性や実情を踏まえて、地区ごとの一層の地域防災力向上につながる取

り組みを検討し、定めるものとします。 

特に、洪水・土砂災害からの避難については、地域の既往リスクや取り組みを有効に活用し、想定さ

れる災害に対し、地域で実効性の高い、迅速かつ円滑な避難を可能とするものを目指します。 

 

 

(2) 活動目標 

・平時より、ハザードマップなどを活用し、地域の災害リスクや避難方法など、情報の共有と意識啓

発に心がけ、防災意識・災害対応力の向上を図ります。 

・避難所や避難ルートなどの適正を検証し、災害時の安全な避難行動につなげます。 

・自主防災組織の会長など地域の防災リーダーとなる防災士（※）や、自主防災本部などの役割分担

を明確にし、円滑な防災活動のための連携体制を構築します。 

（※ここでは、市が主催する防災士養成研修講座を受講し、市の支援により取得した防災士を指す。） 

・要配慮者の逃げ遅れなどを回避するため、地域で連携した避難体制を構築します。 
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４．地区の特性 

(1) 自然特性 

 ① 地勢 

鍬ヶ崎地区は、宮古湾の北端、閉伊川の河口部に位置し、世界三大漁場と地形的な良港に恵まれ、

水産のまち「みやこ」を象徴しています。陸中海岸の中央に位置し、海岸の背後は崖地に囲まれて

います。地区の西側を南北に国道 45 号が通過しており、太平洋に面した地区の東側は浄土ヶ浜や

蛸の浜といった景勝地となっています。また、北部環状線が横断しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「基盤地図情報」（国土地理院） 

図 位置図 
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② 土地利用状況 

鍬ヶ崎地区は、海岸線に沿って魚市場や冷蔵庫など漁業関連施設が多く、背後には中里団地や佐

原団地などの住宅地（住宅用地が 17.0％）が展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「H28 都市計画基礎調査」（宮古市） 

図 土地利用現況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土地利用構成比 
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(2) 社会特性 

 ① 人口 

平成 7 年から平成 27 年までの地区別人口

は徐々に減少しており、平成 27 年度では 5

千人を下回り 4,403 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「H7～H27 国勢調査」（総務省統計局） 

図 地区別人口の推移（H7～H27）     図 H7 を 1.00 とした場合の推移（H7～H27） 

 

宮古市全体の年齢別構成比と比較すると、男性は 10 歳代と 70 歳代、女性は 60～70 歳代の人口

比率が高く、男女ともに 30 歳代の比率が低くなっています。地区の高齢化率（65 歳以上人口割合）

は 36.7％であり、宮古市全体の高齢化率 34.0％より高くなっています。 

 

表 男女別年齢別人口構成比（H27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口ピラミッド（H27） 

資料：「H27 国勢調査」（総務省統計局） 

 

 

 

  

人数(人) 構成比 人数(人) 構成比 人数(人) 構成比 人数(人) 構成比

0～4歳 55 2.6% 948 3.4% 63 2.7% 849 2.9%

5～9歳 78 3.7% 999 3.6% 76 3.3% 980 3.4%

10～14歳 113 5.4% 1,166 4.2% 81 3.5% 1,118 3.9%

15～19歳 111 5.3% 1,261 4.5% 86 3.7% 1,113 3.9%

20～24歳 77 3.7% 887 3.2% 58 2.5% 779 2.7%

25～29歳 81 3.8% 1,168 4.2% 81 3.5% 1,000 3.5%

30～34歳 82 3.9% 1,327 4.8% 69 3.0% 1,257 4.4%

35～39歳 96 4.6% 1,581 5.7% 101 4.4% 1,438 5.0%

40～44歳 137 6.5% 1,937 7.0% 134 5.8% 1,634 5.7%

45～49歳 136 6.5% 1,946 7.0% 144 6.3% 1,631 5.7%

50～54歳 164 7.8% 2,053 7.4% 132 5.7% 1,662 5.8%

55～59歳 147 7.0% 2,075 7.4% 161 7.0% 1,879 6.5%

60～64歳 166 7.9% 2,300 8.3% 156 6.8% 2,290 7.9%

65～69歳 177 8.4% 2,462 8.8% 219 9.5% 2,462 8.5%

70～74歳 166 7.9% 1,800 6.5% 220 9.6% 2,273 7.9%

75～79歳 131 6.2% 1,607 5.8% 208 9.1% 2,204 7.7%

80～84歳 107 5.1% 1,254 4.5% 160 7.0% 1,945 6.8%

85～89歳 54 2.6% 668 2.4% 100 4.4% 1,381 4.8%

90～94歳 19 0.9% 220 0.8% 40 1.7% 644 2.2%

95～99歳 2 0.1% 34 0.1% 8 0.3% 179 0.6%

100歳以上 0 0.0% 7 0.0% 1 0.0% 27 0.1%

年齢不詳 6 0.3% 168 0.6% 0 0.0% 63 0.2%

計 2,105 100.0% 27,868 100.0% 2,298 100.0% 28,808 100.0%

男性 女性

鍬ヶ崎 宮古市 鍬ヶ崎 宮古市
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平成 17 年から平成 27 年までの年齢別人口の増減をみると、大部分の年齢層が減少しており、特

に就学や就業により 20～24 歳が大幅に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「H17・H27 国勢調査」（総務省統計局） 

図 男女別年齢別人口の増減（H17～H27） 

 

② 地域コミュニティ 

鍬ヶ崎地区の行政区は次のとおりです。 

行政区の名称 

鍬ヶ崎上町、鍬ヶ崎仲町、鍬ヶ崎下町、中里団地、日影町、熊野町、蛸の浜町、山根町、港町、

日立浜町、日の出町、佐原 

 

鍬ヶ崎地区のコミュニティ組織は次のとおりです。 

コミュニティ組織の名称 

鍬ケ崎上町自治会、鍬ケ崎仲町自治会、中里団地 A 地区自治会、中里団地東町内会、日影町自

治会、東熊野町自治会、西熊野長町内会、蛸の浜町町内会、山根町町内会、日立浜町町内会、

角力浜町内会、日の出町自治会、佐原第一自治会、佐原三丁目自治会、佐原四丁目自治会 

 

鍬ヶ崎地区の自主防災組織は次のとおりです。 

自主防災組織の名称 

蛸の浜町内会自主防災会、日の出町防災会 

 

  



8 

 

③ 防災拠点・避難場所 

鍬ヶ崎地区には、洪水・土砂災害時の避難場所は１箇所指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「H28 都市計画基礎調査」（宮古市） 

図 拠点施設・避難場所位置図 

 

表 指定避難所 

No. 名 称 洪水･土砂 津波･高潮 

1 第二中学校  ○ 

2 鍬ヶ崎小学校  ○ 

3 鍬ヶ崎公民館 ○  

資料：「令和元年度 宮古市地域防災計画」（宮古市） 
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 (3) 過去の災害履歴 

 

発生年月日 災害の種類 主な被害 

明治29.6.15 津波 
（明治三陸地震津波）死者・行方不明者1,859名、被害戸数336戸、

1家全滅130戸、被災生存者36名、漁船流失540隻（波高15ｍ） 

昭和8.3.3 津波 
（昭和三陸地震津波）死者548名、行方不明者363名、負傷者122

名、流失家屋418戸、浸水家屋8戸、漁船流失909隻（波高10ｍ） 

昭和22.6.14～16 台風 

（カスリーン台風）家屋流失10戸、倒壊4戸、浸水239戸、堤防決

壊2箇所、道路損壊8箇所、橋梁流失3箇所、耕地・田畑17箇所、定

置網・漁船その他9千万円損害 

昭和23.9.16 台風 

（アイオン台風）降雨量328.5ミリ、土砂崩壊災害死者14名、全壊

3戸、半壊3戸、堤防決壊9箇所、道路損壊130箇所、耕地120ha流出

 被害総額約350万円 

昭和34.10.10 豪雨 

認定雨量581.2ミリ、負傷者1名、被災者数2,727名、住宅被害半壊

4戸、床上浸水187戸、床下浸水349名、非住被害15戸、道路決壊2

2箇所8,812ｍ、橋梁流失10箇所165ｍ、漁船流失9隻、漁船大破3

隻、海産物被害3,916㎏（508,300円） 被害総額1億円 

昭和35.5.24 津波 （チリ地震津波）波高3.5ｍ、漁船流失20隻 

昭和36.5.29 フェーン災害 

（三陸フェーン大火）死亡1名、重傷1名、住宅全焼519戸、640世

帯、被災者2,449名、山林被害5,860ha、大家畜被害45頭、小家畜

被害122羽、漁船被害78隻、被害見積額21億1,845万円 

昭和43.5.16 津波 
（十勝沖地震津波）最大波2.25ｍ、大型船1隻沈没、トバタ船数隻

流失 被害総額1億1,845万円 

平成23.3.11 津波 

（東日本大震災）最大波8.5ｍ以上、最大遡上高40.5ｍ、死者・行

方不明者517名、負傷者33名、住家等全壊5,968棟、大規模半壊3,

120棟、被災世帯4582世帯11,979名、被害想定総額約2,457億円 

平成28.8.30 豪雨 

（台風10号）1日雨量126㎜、1時間雨量77.5㎜、行方不明者1名、

住家等全壊91棟、床上浸水84棟、床下浸水42棟、被害推定総額約

227億円 

令和1.10.12 豪雨 

（令和元年東日本台風）24時間最大雨量393.5㎜（観測史上最大）、

1時間雨量84.5㎜（観測史上最大）、死者1名、住家等全壊71棟、

大規模半壊74棟、床上浸水1,173棟、床下浸水700棟他、合計2,06

7棟、被害推計総額約94億円（R2.1.30現在） 

※顕著な被害のみを示した。 
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５．防災ハザードマップ（洪水・土砂） 

 (1) 想定される災害の種類と設定条件 

 

災害の種類 設定条件など 

洪 水 

・対象河川は、閉伊川、八木沢川、津軽石川、田代川、摂待川、神田川、長内川と

しています。 

・100年に１回程度の大雨により河川が氾濫した場合に想定される最大の浸水深を

シミュレーションにより設定しています。 

・摂待川のみ、昭和23年のアイオン台風と同規模の大雨を想定しています。 

 

※ 洪水浸水範囲や深さの値は、閉伊川、八木沢川、津軽石川のついては、岩手

県による浸水予想シミュレーションの値を使用し、その他の河川について

は、岩手県の河川計画資料を参考に、宮古市独自にシミュレーションを行っ

た結果を使用しています。 

土 砂 

・現地調査、地形図などから設定しています。 

 

※ 土砂災害の危険度が想定される区域は、岩手県が作成した「土砂災害警戒区

域等指定図」、「土砂災害基礎調査結果公表図」、「土砂災害危険箇所図」

に基づいて作成しています。 
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(2) 地区別防災ハザードマップ 
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６．地区の防災活動 

(1) 活動体制 

地区の防災活動体制の基本的な組織構成例を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 活動概要 

【平時】 

地区の災害時の活動に備えることも視野に、平時から取り組むべき活動について以下に示します。

なお、自主防災組織の活動を支援するための補助金制度（宮古市自主防災組織育成強化支援事業補助

金）も創設していますので、有効に活用しましょう。 

① 組織のリーダー（会長、班長等）を決める。 

② 活動計画・活動目標を定める。 

③ 組織体制を定め、必要に応じた適切な見直しを行い、運営する。 

④ 地域の防災資機材の台帳作成・管理と点検・整備を行う。 

⑤ 地域の危険箇所や防災施設を把握し、定期的に点検・安全確認を行う。 

⑥ 地域の防災マップ等を作成し、配布・回覧等をする。 

⑦ 要配慮者の居住場所を把握し、日常的な声掛け・見守りを行う。 

⑧ 要配慮者ごとの支援者を定める。 

⑨ 講演会・勉強会などによる防災知識・意識の啓発活動を実施する。 

⑩ 防災訓練の実施や、市主催・他地域との合同訓練への参加の呼びかけを行う。 

 

【災害時】 

本計画の対象とする大雨等による洪水・土砂災害時の活動について以下に示します。 

① 自身・家族の安全確保及び情報収集 

② 避難の呼びかけ・率先避難 

③ 避難所等への避難行動・避難行動要支援者の支援を含む避難誘導 

④ 避難所の安全確認 

⑤ 避難者の収容支援 

⑥ 避難所の立ち上げ 

情報連絡班 

消 火 班 

救出救助班 

避難誘導班 

給食給水班 

副会長 会長 
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(3) 避難情報と発令基準 

宮古市が発令する避難情報は、以下の 3種類（※）があります。その発令基準は、河川の水位や流域

雨量指数に基づき、総合的に判断します。例として、水位による発令基準を次に示します。 

（※令和 3年 5～6月頃より、「高齢者等避難」と「避難指示」の 2種類に変更となる予定です。） 

 

【避難情報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「宮古市総合防災ハザードマップ」より抜粋） 

 

【水位による避難情報の発令基準】 

河川 地点 
避難準備・ 

高齢者等避難開始 
避難勧告 避難指示（緊急） 

閉伊川 

千徳 3.7ｍ 3.9ｍ 6.13ｍ 

茂市 3.25ｍ 3.64ｍ 5.07ｍ 

川井 2.4ｍ 2.9ｍ 4.17ｍ 

津軽石川 新町 2.7ｍ 3.0ｍ 4.20ｍ 

（※実際は、流域雨量指数と組み合わせて総合的に判断し、発令する。詳細については、「地

域防災計画資料編」より抜粋した付属資料参照。） 

 

気象庁による警戒レベル（※）と避難情報、防災気象情報の関係を次ページに示します。ここで、気

象庁等の発表する防災気象情報（大雨警報、土砂災害警戒情報など）は、市町村が避難情報を発表する

ための参考情報であり、警戒レベル相当の情報として発表されるものです。住民の避難は、あくまでも

市が発令する避難情報に基づいて行うものであることに注意が必要です。 

（※警戒レベル：令和元年 6月より、住民が災害発生の危険度を直感的に理解し、的確に避難行動がで

きるように、5 段階の「警戒レベル」が設けられました。警戒レベルは、基本的に避難情報とセッ

トで市より発令されます。） 
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【避難情報と防災情報等の関係】 
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(4) 避難情報等の入手方法 

洪水・土砂災害に関する気象庁・岩手県等からの防災情報や、市が発令する避難判断のための避難

情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急））を的確に入手することが重要にな

ります。これらの情報は以下に示すようにいろいろな入手先がありますので、日頃より、どのような

ものがあるか確認をしておくようにしましょう。 

 

【防災情報・避難情報の入手先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【洪水・土砂災害情報の入手先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（「宮古市総合防災ハザードマップ」より抜粋） 
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【データ放送からの防災情報の入手方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「宮古市総合防災ハザードマップ」より抜粋） 
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(5) 避難行動 

市から避難情報が発令された時は、あらかじめ定めた避難所に、速やかに避難します。ただし、ご

自身のいる場所が、浸水区域や土砂災害の危険区域ではない安全な場所である場合は、無理に移動す

ることが返って危険になる可能性もあります。その場所に留まることもある意味の避難ですので、あ

らかじめハザードマップ等により、お住いの危険性と避難の必要性を確認しておくようにしましょう。 

また、避難所に到着した後の行動については、施設管理者の指示に従うようにしましょう。 

 

○非常持ち出しを持って避難 

日頃から非常時に備えて非常用の備品を準備しておき、それらを持って指定避難場所へ避難しまし

ょう。 

 

○徒歩を原則とした避難行動 

避難は、原則徒歩になります。自転車・原動機付き自転車・自動二輪車については、迅速な避難に

つながることから奨励します。なお、自動車による避難は、特別の理由がある場合で、事前より安全

かつ確実に避難するための方策を検討している場合に限り可能とします。 

 

○垂直避難 

避難が遅れてしまった場合、あるいは夜間などで避難することがかえって危険な場合は、自宅等屋

内の上の階へ垂直避難します。 

 

【垂直避難】 
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● 新型コロナウイルス感染症対策 

感染症対策を確実にするため、避難するとき及び避難所では、下記を徹底しましょう。 
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７．計画の実践と検証 

(1) 計画の実践 

・組織のリーダーを中心として、平時の活動を着実に実施します。 

・地区の訓練や市の総合防災訓練、目的別の訓練など、計画的な訓練の実施と訓練への参加を積極的

に行います。なお、自主防災組織の活動を支援する市の補助金制度がありますので、積極的に活用

しましょう。 

 

(2) 防災意識の普及啓発 

・ハザードマップ等を活用した地域のリスクや避難における注意点等を常に共有します。 

・避難のタイミング・方法等について、議論する場や訓練の機会を設け、検証と改善を行います。 

・市が開催している防災等に関する出前講座を積極的に活用しましょう。 

 

(3) 検証等を踏まえた計画の見直し 

・訓練の検証や実際の災害による避難の経験・教訓を踏まえ、本計画の見直しを行い、より実践的な

計画に更新していきます。 

・現在、岩手県が閉伊川及び津軽石川の計画規模降雨の見直し作業（想定しうる最大規模の降雨）を

行っていることから、今後、浸水想定区域に変更が生じた際は、見直しを行います。 

 


